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貞
享
期
に
お
け
る

越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

i
「
家
譜
」
「
世
譜
」
編
纂
前
史

長

野

栄

俊

は
じ
め
に

福
井
藩
・
松
平
家
の
歴
史
書
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

る
も
の
に
、
「
片
聾
記
」
「
続
片
聾
記
」
「
越
藩
史
略
」
「
国

事
叢
記
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
翻
刻
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
広

く
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
そ
の
成
立
事
情
に

つ
い
て
も
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
わ
r

こ
の
う
ち
「
国

事
叢
記
」
は
藩
命
を
受
け
て
藩
士
田
川
綾
が
編
纂
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
残
り
=
五
字
国
は
藩
士
の
私
の
執
筆

に
か
か
る
も
の
で
あ
る
(
そ
れ
ぞ
れ
著
者
は
順
に
伊

藤
重
将
・
山
崎
英
常
・
梯
翼
章
)

0

一
方
、
藩
が
公
的
に
編
纂
し
た
家
史
と
し
て
は
、

数
種
の
「
家
譜
」
「
御
家
譜
」
「
世
譜
」
「
越
前
世
譜
」
が

知
ら
れ
て
お
り
、
自
治
体
史
や
幕
末
史
研
究
等
で
も

多
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
未
だ
こ
れ
ら
に
は
翻

刻
が
な
く
、
ま
た
そ
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

福
井
藩
の
公
的
な
家
史
編
纂
事
業
に
つ
い
て
は
、

『
福
井
市
史
資
料
編
一
己
『
福
井
県
史
通
史
編

一一J
V

お
よ
び
『
福
井
市
史
通
史
編
一
(
己
に
ま
と
ま

っ
た
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
コ
吾
首
の
記
載
内
容
は
大

同
小
異
で
あ
り
、
更
に
考
察
を
加
え
る
べ
き
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
松
平
綱
日
間
代
、
貞
享
期
(
一
六
八
四

1
一
六
八
八
)
の
家
史
編
纂
を
考
察
の
対
象
と
す

る
。
こ
の
時
期
の
編
纂
は
、
享
保
期
に
始
ま
る
越
前

松
平
家
の
公
的
な
家
史
「
家
譜
」
「
世
譜
」
編
纂
の
歴

史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
、
前
史
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
綱
昌
代
の
家
史
編
纂

ひ
と
ま
ず
、
公
的
な
編
纂
に
か
か
る
越
前
松
平
家

の
家
史
編
纂
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を

『
福
井
県
史
」
『
福
井
市
史
」
の
記
載
に
基
づ
い
て
ま

と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
(
人
名
表
記
は
、

三
書
の
記
載
に
従
っ
た
)
。

(
ア
)
九
伴
綱
昌
の
代

儒
官
・
野
路
汝
謙
(
恕
謙
)
編
。
五
代
将
軍
綱
吉

が
諸
国
の
大
名
に
家
史
提
出
を
命
じ
た
も
の
で
、

火
災
で
焼
け
残
っ
た
藩
の
旧
記
を
整
理
採
録
し
、

幕
府
に
呈
上
し
た
。

(
イ
)
八
代
吉
邦
の
代

儒
官
・
伊
藤
龍
洲
(
宜
斎
)
編
。

(
ア
)
を
改
訂

増
補
し
、
享
保
コ
一
年
(
一
七
一
人
)
五
月
に
一
冊

本
「
越
前
世
譜
」
を
完
成
。
藩
主
ご
と
に
巻
を
た

て
、
秀
康
か
ら
七
代
吉
口
問
ま
で
の
事
蹟
を
中
心
に

編
年
体
で
記
録
し
て
い
る
。
漢
文
体
。

か家ウ
編老)

十
(本代
イ多宗
)道矩
を好の
基、代
礎儒
に官
大・
幅伊
に藤
増錦
補里
し(
、結
寛)

延ほ

四
年
(
一
七
五
一
)
九
月
に
六
冊
本
「
越
前
世
譜
」

を
完
成
。
秀
康
か
ら
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
十

月
の
宗
矩
病
没
ま
で
を
記
録
。
漢
文
体
。

(
エ
)
そ
の
後

大
番
士
の
中
か
ら
学
識
・
文
才
の
認
め
ら
れ
た
も

の
が
「
世
譜
掛
」
に
選
ば
れ
、
右
筆
部
屋
に
設
け

ら
れ
た
世
譜
局
(
方
)
で
「
家
譜
」
の
編
纂
と
史

料
の
整
理
保
存
を
継
続
。
(
イ
)
以
来
の
世
譜
を

継
承
し
た
も
の
。
藩
主
ご
と
に
立
巻
し
、
事
蹟
を

仮
名
交
じ
り
文
に
よ
る
編
年
体
で
記
録
。
初
代
秀

康
か
ら
十
七
代
茂
昭
ま
で
二
五
三
冊
お
よ
び
松
岡

藩
祖
昌
勝
の
事
蹟
二
冊
、
維
新
後
の
春
巌
の
事
蹟
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一
七
冊
、
総
計
二
七
二
冊
が
現
存
。
明
治
に
な
り

改
め
て
編
集
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、

(
イ
)
と
(
ウ
)
に
つ
い
て

は
、
編
纂
主
体
や
成
立
年
代
、
叙
述
対
象
と
す
る
時

期
、
文
体
が
い
ず
れ
も
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
(
ア
)

と
(
エ
)
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
あ
る
。
特
に
本

稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
(
ア
)
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

幕
命
に
よ
る
編
纂
で
、
野
路
汝
謙
が
編
纂
を
担
当

し
、
完
成
後
は
幕
府
に
呈
上
さ
れ
た
こ
と
ま
で
は
わ

か
る
が
、
何
年
に
成
立
し
た
の
か
、
ま
た
文
体
や
体

裁
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ど
の
藩
主
の

代
を
叙
述
対
象
と
し
た
も
の
か
等
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
点
が
多
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
自
治
体
史
の
記
載
は
、
い
ず

れ
も
典
拠
史
料
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
以
下
に
掲

げ
る
(
イ
)
「
越
前
世
譜
」
(
越
葵
文
庫
)
の
伊
藤
宜
粛

に
よ
る
「
序
(
享
保
三
年
五
月
)
」
に
拠
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
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-
:
我
越
前
州
、
本
有
園
史
、
遭
遇
火
究
、
簡
峡

素
棄
、

常
憲
院
公
時
、
嘗
令
諸
園
献
其
家
記
、
以
故
、

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

清
浄
院
公
、
命
臣
野
治
恕
謙
、
因
灰
憧
之
館
、
鳩
集

成
録
、
以
献
意
、
量
子
我
公
、
以
恕
謙
所
絹
録

猶
多
疎
漏
、
於
是
、
命
臣
宜
調
剤
、
重
修
補
之
:
・

こ
こ
で
は
、
常
憲
院
公
H
徳
川
綱
吉
が
諸
藩
に
命

じ
て
各
家
の
家
記
を
提
出
さ
せ
た
こ
と
、
福
井
藩
で

は
清
浄
院
H

松
平
綱
昌
が
家
臣
の
野
治
恕
謙
に
命
じ

て
、
火
災
で
焼
け
残
っ
た
史
料
を
集
め
て
記
録
を
作

成
さ
せ
、
そ
れ
を
幕
府
に
提
出
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
恕
謙
の
家
記
に
は
疎
漏
が

多
か
っ
た
た
め
、
「
我
公
」
日
士
口
邦
が
伊
藤
宜
粛
に

命
じ
て
記
録
を
修
補
さ
せ
た
も
の
が
、
享
保
三
年
完

成
の
本
書
「
越
前
世
譜
」

一
冊
本
(
イ
)

で
あ
っ
た

と
い
、
っ
。

こ
の
越
葵
文
庫
本
「
越
前
世
譜
」
の
「
序
」
に
よ

る
限
り
で
は
、
綱
昌
代
の
家
史
の
内
容
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
こ
れ
以
上
詳
し
く
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
(
イ
)
「
越
前
世
譜
」

の
稿
本
と
見
ら
れ
る
享
保
元
年
成
立
「
御
家
譜
御
下

書
之
草
案
」
(
松
平
文
庫
一

O
凪
字
、
以
下
号
数
の
み

記
す
)
に
は
、
先
に
見
た
「
序
」
が
な
い
代
わ
り
に
、

表
紙
見
返
し
に
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
藩
士
松
波
甚

左
衛
門
の
手
に
よ
っ
て
、
編
纂
の
更
な
る
詳
し
い
経

緯
が
記
さ
れ
て
い
る
(
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
)

0

三明市代|綱原助光

官不明員夏貫通盗
品及光公|公衛之ぉ胤

寺前E|ド刊2
2z ilT義主?畢 '1}Q 司、|府 D

而録|軍"

奮顎家
記波之
、 議御
則.尋
焼各、

亡載被
子其献
江大御|
戸概三|

秀
康
公
之
御
行
状
桝
腕

こ
れ
に
よ
る
と
、
綱
昌
よ
り
二
代
前
の
光
通
の
代

に
、
既
に
陪
臣
大
原
市
兵
衛
に
よ
っ
て
「
秀
康
公
之

御
行
状
」
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
ま
た
、
綱
昌

の
代
に
野
治
汝
謙
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
幕
府
に
献

上
さ
れ
た
「
御
家
録
」
は
、
「
御
三
代
」
す
な
わ
ち

秀
康
・
忠
昌
・
光
通
に
関
す
る
内
容
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
二
書
が
「
載
其
大
概
而
不
及

委
細
」
と
い
う
、
お
お
ま
か
な
記
載
内
容
し
か
持
た

ず
、
細
部
に
わ
た
る
記
載
を
持
つ
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
。
さ
ら
に
藩
の
旧
記
が
明
暦
三
年
(
一
六
五
七
)

の
江
戸
の
大
火
、
寛
文
九
年
(
一
六
六
九
)

の
福
井

の
大
火
に
よ
り
焼
亡
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。
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さ
て
次
に
「
令
諸
園
献
其
家
記
」
「
将
軍
家
之
御

尋
」
と
あ
る
、
綱
吉
代
の
幕
命
に
つ
い
て
も
見
て
お

き
た
い
。
綱
吉
の
時
代
に
は
、
著
者
、
成
立
年
と
も

に
不
詳
な
が
ら
、
「
一
二
河
記
」
と
い
う
徳
川
氏
の
創

業
史
が
広
く
世
間
に
流
布
し
て
い
た
。
天
和
三
年
(
一

六
八
三
)
十
一
月
十
二
日
、
幕
府
は
本
書
の
校
正
を

老
中
阿
部
正
武
と
堀
田
正
仲
に
命
じ
、
実
務
に
は
、

儒
臣
の
林
信
篤
、
人
見
友
元
、
木
下
順
庵
を
あ
た
ら

せ
る
こ
と
と
し
た
。

「
常
憲
院
殿
御
賓
記
」
の
天
和
三
一
年
お
よ
び
翌
四
年

の
記
載
に
は
、
各
大
名
家
か
ら
、
「
三
河
記
」
校
正

の
資
料
と
し
て
、
徳
川
家
に
関
す
る
書
籍
、
各
大
名

家
の
家
史
、
将
軍
家
か
ら
大
名
・
家
臣
の
先
祖
に
下

さ
れ
た
感
状
・
御
書
・
褒
美
な
ど
を
提
出
さ
せ
た
記

事
が
見
え
る
(
出
典
は
『
新
訂
増
補
園
史
大
系

第
四
二
巻
徳
川
賓
記
第
五
巻
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
五
年
)

0

(
天
和
三
年
十
一
月
廿
五
日
)
:
・
け
ふ
阿
部
豊
後

守
正
武
も
て
。
万
石
以
上
の
輩
に
仰
下
さ
れ
し

は
。
三
河
以
来

首
家
の
こ
と
し
る
せ
し
書
籍
。

な
ら
び
に
家
々
の
記
録
あ
ら
ば
呈
す
べ
し
。
又
所

戴
せ
ざ
る
も
の
は
。
其
旨
を
申
べ
し
と
な
り
。
(
日

記
、
令
候
記
)

(
天
和
四
年
正
月
廿
二
日
)
堀
田
下
線
守
正
仲
。

阿
部
豊
後
守
正
武
も
て
仰
下
さ
れ
し
は
。
感
状
あ

る
は
御
書
。
あ
る
は
褒
美
な
ど
。
祖
先
へ
賜
り
し

お
も
む
き
。
井
に
家
人
等
に
も
さ
る
者
あ
ら
ば
。

く
は
し
く
し
る
し
呈
す
べ
し
と
な
り
。
(
日
記
、

大
成
令
)

福
井
藩
で
も
こ
れ
を
受
け
て
、
家
の
記
録
等
を
整

理
し
、
呈
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
「
御
家
譜
御

下
書
之
草
案
」
貞
享
元
年
(
一
六
八
四
)
の
記
載
に

よ
れ
ば
、
三
月
十
六
日
に
本
多
道
重
が
「
御
一
一
一
代
之

御
留
書
」
を
阿
部
正
武
に
、
同
月
晦
日
に
は
狛
雅
陳

るイすが

を先
同祖
じへ
く被
阿下
部塑
:tf円 、巳れ

立15
警福

;z 
記禍
事誌
が美
見之
え書

一
去
天
和
三
発
亥
十
二
月
五
日
阿
部
豊
後
守
口
殿

宅
へ
御
留
守
居
被
召
寄
、
参
河
以
来
御
首
家

之
書
籍
、
自
分
家
之
留
書
所
持
候
ハ
、
、
可
被

差
出
旨
被
仰
渡
之
鵠
ハ
、
謝
劇
欄

d副
樹
1

光
通
様
御
三
代
之
御
留
書
御
吟
味
之
上
出
来
、

首
三
月
十
六
日
豊
後
守
殿
迄
本
多
左
兵
衛
道
重

を
以
被
差
上
之

一
正
月
廿
二
日
阿
部
豊
後
守
殿
宅
へ
御
留
守
居
被

召
寄
、
御
嘗
家
之
御
感
状
或
ハ
御
室
田
或

御
褒
美
、
先
祖
被
下
候
趣
井
家
来
之
者
ニ
も
其

品
於
有
之
ハ
、
委
細
書
付
可
被
差
出
之
旨
豊
後

守
殿
、
堀
田
下
線
守
虹
殿
連
名
之
御
口
上
書
を

以
被
仰
渡
、
依
之
御
家
中
御
吟
味
之
上
、
先
祖

へ
被
下
御
感
状
井
御
書
之
寓
御
褒
美
之
書

付
、
三
月
晦
日
豊
後
守
殿
へ
狛
十
太
夫
雅
際
を

以
被
差
出
之

先
に
掲
げ
た
史
料
と
あ
わ
せ
て
判
断
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
貞
享
元
年
三
月
十
六
日
に
献
上
さ
れ
た
「
秀

康
様
忠
昌
様
光
通
様
御
三
代
之
御
留
書
」
こ
そ
が
、

す
な
わ
ち
『
福
井
県
史
』
「
福
井
市
史
」
に
述
べ
る
と

こ
ろ
の
、
綱
昌
代
に
編
纂
さ
れ
た
(
ア
)
に
あ
た
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

幕
府
で
は
天
和
三
年
十
二
月
か
ら
翌
貞
享
元
年
八

月
頃
ま
で
に
各
藩
、
各
家
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
を

用
い
て
「
二
一
河
記
」
二
一
巻
を
改
訂
し
、
貞
享
三
年
九

月
に
は
「
武
徳
大
成
記
」
二
一
十
巻
と
し
て
完
成
さ
せ

た。
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二
、
野
治
汝
謙
と
伊
藤
坦
庵
の
門
流

次
に
、
貞
享
元
年
に
越
前
松
平
家
三
代
の
家
史
を

ま
と
め
た
野
治
汝
謙
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

「
諸
士
先
祖
之
記
」
(
九
三
一
七
号
)
巻
四
に
「
光
通
公

御
代
被
召
出
面
々
」
と
し
て
野
治
家
の
記
載
が
あ

り
、
そ
の
初
代
に
汝
謙
の
名
が
見
え
る
。
姓
の
野
治

は
、
野
路
と
も
記
さ
れ
、
藩
の
記
録
に
も
両
方
の
用

字
が
見
ら
れ
る
が
、
野
治
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
方

が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
諸
士
先
祖
之
記
」
に

よ
れ
ば
、
汝
謙
は
韓
を
宗
益
と
い
い
、
儒
者
と
し
て

の
号
が
汝
謙
(
如
謙
・
恕
謙
・
恕
軒
)
で
あ
っ
た
。

汝
謙
の
曽
祖
父
は
野
治
宗
八
と
い
い
、
朝
倉
義
景

の
家
臣
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
。
天
正
元
年
(
一

五
七
=
己
義
景
の
没
落
後
は
、
大
野
城
主
金
森
長
近

の
家
老
を
勤
め
て
い
る
。
そ
の
子
七
郎
右
衛
門
宗
仲

も
引
き
続
き
金
森
家
に
仕
え
た
が
、
長
近
の
隠
居
に

伴
っ
て
京
都
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
七
郎
右
衛

門
の
子
汝
雲
が
す
な
わ
ち
汝
謙
の
父
で
あ
る
。
京
都

に
居
住
し
て
い
た
汝
謙
は
、
学
問
の
興
隆
に
務
め
て

い
た
松
平
光
通
に
よ
り
、
寛
文
八
年
(
一
六
六
人
)

儒
臣
と
し
て
福
井
藩
に
召
抱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。
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笠
井
助
治
の
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
派
の
研

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

一
九
六
九
年
)
に
よ
れ

ば
、
汝
謙
の
学
問
上
の
師
は
、
同
じ
く
光
通
に
藩
儒

と
し
て
召
抱
え
ら
れ
た
伊
藤
坦
庵
(
宗
恕
)
で
あ
り
、

汝
謙
も
こ
の
京
学
系
朱
子
学
派
の
流
れ
に
位
置
づ
け

究

上
』
(
吉
川
弘
文
館
、

ら
れ
る
と
い
う
。

現
存
す
る
給
帳
の
な
か
で
は
綱
昌
代
の
も
の
に
初

め
て
汝
謙
の
名
が
見
え
、
三
百
石
の
知
行
取
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
貞
享
三
年
(
一
六
八

六
)
、
福
井
藩
が
網
昌
の
病
気
を
理
由
に
石
高
を
二
十

五
万
石
に
半
減
さ
せ
ら
れ
た
際
(
貞
享
の
大
法
)
、
汝

謙
の
知
行
も
百
五
十
石
と
な
り
、
元
禄
十
五
年
(
一

七
O
二
)
十
一
月
五
日
に
子
の
宗
八
(
後
に
七
郎
右

衛
門
。
誇
は
宗
明
ま
た
は
親
明
)
が
、
父
の
跡
目
と

し
て
十
人
扶
持
を
下
さ
れ
て
い
る

享
コ
一
年
御
新
規
以
来
惣
侍
中
拝
知
井
御
擬
作
被
下

帳」
)

0

こ
れ
以
後
の
野
治
家
は
、
百
石
の
知
行
取
と

し
て
、
武
昭
、
武
真
、
武
仲
、
公
圭
、
親
和
と
続
き
、

平
八
郎
(
韓
不
詳
)
の
代
で
明
治
維
新
を
迎
え
た
が
、

汝
謙
よ
り
後
の
代
は
い
ず
れ
も
儒
官
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
(
九
一
七
号
「
剥
札
」
、
九
一
九
号
「
姓

名
録
」
、
八
九
八
号
「
藩
制
役
成
」
)

0

次
に
汝
謙
の
師
で
あ
る
伊
藤
坦
庵
(
宗
恕
)
お
よ

(
八
九
二
号
「
貞

び
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

「
諸
士
先
祖
之
記
」
巻
四
で
は
「
伊
藤
宗
恕
元
務
」

は
「
光
通
公
代
被
召
出
年
号
不
知
」
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
『
福
井
県
史
通
史
編
=
一
』
に
よ
れ
ば
、
寛

文
年
中
(
二
ハ
六
一

1
七
一
一
一
)
に
京
都
で
召
し
抱
え

ら
れ
た
と
さ
れ

h
r
一
方
、
「
源
光
通
公
御
家
中
給

帳
」
(
八
八
四
号
)
に
は
汝
謙
の
名
は
見
え
な
い
が
、

坦
庵
の
名
が
「
七
百
石
伊
藤
宗
恕
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
先
に
召
し
抱
え
ら
れ
坦
庵
の
縁
で
、
後
に
弟

子
の
汝
謙
が
召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
福
田
源
三
郎
『
越
前
人
物
志
中
・
下
」
(
玉
雪

堂
、
一
九
一
O
年
)
や
『
福
井
県
史
』
に
よ
る
と
、

坦
庵
は
京
都
に
お
い
て
、
儒
学
を
藤
原
憧
禽
門
人
の

那
波
活
所
に
、
医
術
を
江
村
専
斉
や
曲
直
瀬
玄
理
に

学
、
び
、
後
に
程
朱
学
を
唱
え
、
光
通
に
迎
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
『
福
井
市
史

一
一
』
で
は
、
坦
庵
は
「
京
都
に
本
拠
を
置
き
、
必
要

に
応
じ
て
来
福
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
福
井
で

の
活
動
は
明
ら
か
で
は
な
…
日
と
さ
れ
る
が
、
『
越

通
史
編

前
人
物
志
』
に
は
、
議
言
に
あ
っ
て
コ
一
年
間
を
福
井

城
内
の
一
室
に
幽
閉
さ
れ
た
と
の
記
載
も
見
ら
れ

る。
坦
庵
の
子
平
庵
は
宝
永
五
年
(
一
七
O
八
)
に
跡
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目
を
継
い
だ
が
、
翌
年
に
は
宜
粛
元
照
が
そ
の
養
子

と
な
り
、
平
庵
の
跡
目
玉
十
人
扶
持
を
下
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
吉
邦
代
に
、
汝
謙
に
よ
る
家
史
(
ア
)

を
改
訂
増
補
し
、
享
保
三
年
(
一
七
一
八
)
に
一
冊

本
「
越
前
世
譜
」
(
イ
)
を
完
成
さ
せ
た
伊
藤
龍
洲
が
、

こ
の
人
物
で
あ
る
。

五
十
三
巻
二
号

つ
い
で
寛
延
三
年
(
一
七
五
O
)
宜
粛
の
跡
目
を

継
い
だ
の
が
、
宜
粛
の
長
子
・
惣
治
(
緒
)
で
あ
る
。

惣
治
は
錦
里
と
も
号
し
、
宗
矩
の
代
、
寛
延
四
年
に

家
老
本
多
道
好
ら
と
と
も
に
、
父
龍
洲
の
一
冊
本

「
越
前
世
譜
L
(

イ
)
を
大
幅
に
増
補
し
、
六
冊
本
「
越

前
世
譜
」
(
ウ
)
を
完
成
さ
せ
た
。

以
上
、
福
井
藩
で
は
貞
享
期
か
ら
寛
延
期
に
至
る

公
的
な
家
史
編
纂
を
、
儒
官
伊
藤
担
庵
の
門
流
が
中

心
と
な
っ
て
担
っ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

三
、
貞
享
期
の
家
史
と
「
譜
牒
齢
録
」

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
野
治
汝
謙
編
纂
の
家
史
で
あ

る
が
、

「
家
記
」
「
御
三
代
之
御
家
録
」
ま
た
は
「
御

三
代
之
御
留
書
」
の
名
で
『
松
平
文
庫
藩
史
料
目
録
』

を
検
索
し
て
も
、
該
当
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。

そ
こ
で
「
貞
享
元
年
成
立
」
「
秀
康
、
忠
昌
、
光
通

の
三
代
の
内
容
を
持
つ
」
と
い
う
こ
条
件
を
満
た
す

史
料
を
、
網
羅
的
に
探
し
て
み
る
と
、
一
O
三
号
「
(
御

家
譜
)
貞
享
元
年
」
が
こ
れ
に
該
当
し
た
。
本
史
料

の
体
裁
は
未
表
装
の
巻
子
二
本
(
仮
に
甲
本
と
乙
本

と
呼
ぶ
)
で
、
目
録
に
よ
れ
ば
二
本
は
同
内
容
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
史
料
名
に
丸
括
弧
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
名
称
は
目
録
作
成
者
が
仮
に
命
名
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
巻
末
に
は
「
貞
享
元
年
甲

子
/
三
月
十
六
日
/
松
平
越
前
守
」
と
あ
り
、
「
御

家
譜
御
下
室
田
之
草
案
」
に
載
る
「
御
三
代
之
御
留
書
」

呈
上
の
日
付
と
一
致
す
る
。

こ
の
他
、
「
貞
享
元
年
β
寛
政
十
一
年
L

の
「
御

堂
田
上
(
系
譜
史
料
)
」
十
三
冊
を
合
綴
し
た
六
五
号
「
越

前
家
々
系
綴
こ
に
も
、
そ
の
第
一
冊
目
に
「
貞

享
元
年
甲
子
三
月
十
六
日
/
公
儀
江
被
差
出
拍
/
御

家
系
/
本
紙
御
腰
物
方
江
御
預
有
之
」
と
い
う
表
題

を
持
つ
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
O
三
号
甲
・
乙
本
と
六
五
号
の
内
容
を
校
合
し

た
と
こ
ろ
、
細
か
な
用
字
の
差
や
誤
字
は
見
ら
れ
る

も
の
の
、
内
容
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
ず
、
コ
一
本

は
、
ほ
ほ
同
一
の
内
容
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
と
認
め
ら

れ
た

(
A
グ
ル
ー
プ
)
。

A
グ
ル
ー
プ
諸
本
は
い
ず
れ
も
漢
文
体
で
、
秀
康

-
忠
昌
・
光
通
の
=
一
代
を
扱
っ
て
お
り
、
巻
末
に
「
貞

享
元
年
甲
子
コ
一
月
十
六
日
」
の
日
付
を
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
三
代
を
扱
い
な
が
ら
、
漢

字
仮
名
交
じ
り
丈
で
、
巻
末
の
日
付
を
欠
く
も
の
に

一
O
七
号
「
御
家
譜
仮
名
書
之
草
案
」
、
一
O
八
号

「
(
御
家
譜
)
」
の
二
点
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
巻
子
本
だ

が
、
一
O
七
号
は
未
表
装
、
一
O
八
号
は
表
装
箱
入

で
、
箱
の
表
書
に
は
「
御
家
譜
」
、
裏
書
に
は
「
水

戸
黄
門
様
ヨ
リ
被
遣
」
と
あ
る
。
同
じ
時
期
を
扱
つ

て
は
い
る
も
の
の
、

A
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
る
と
か
な

り
詳
し
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
両
者
校

合
の
結
果
、
用
字
以
外
に
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ

ず
、
一
O
八
号
は
同
一
の
グ
ル
ー
プ
と
認

一
O
七
・

め
ら
れ
た

(
B
グ
ル
ー
プ
)

で
は
幕
命
を
受
け
て
貞
享
元
年
一
一
一
月
十
六
日
に
提

出
さ
れ
た
も
の
は

A
-
B
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
だ
っ

た
の
だ
ろ
、
っ
か
。

実
は
貞
享
期
に
各
藩
各
家
よ
り
幕
府
に
提
出
さ
れ

た
資
料
は
、
「
貞
享
書
上
」
「
貞
享
書
付
」
「
貞
享
諸
家

主
目
付
」
「
諸
家
書
付
」
「
書
付
」
な
ど
の
名
称
で
紅
葉
山

丈
庫
に
一
括
保
存
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
六
年
の
皇

居
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
と
み
ら
れ
て
お
り
、
提
出

原
本
そ
の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
貞
享
書
上
」
は
寛
政
十
一
年

(
一
七
九
九
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
「
寛
政
重
修
諸

家
譜
」
編
集
資
料
と
し
て
若
年
寄
堀
田
正
敦
の
手
に

よ
り
転
写
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
際
、
提
出
原
本
が
、

家
ご
と
に
書
式
や
形
体
が
異
な
り
、
閲
覧
に
不
便
が

あ
っ
た
た
め
、
巻
次
や
順
序
が
整
え
ら
れ
、
序
文
が

加
え
ら
れ
て
「
譜
牒
齢
録
」
の
名
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
残
念
な
が
ら
「
譜
牒
絵
録
」
の
献
上
本

も
明
治
期
に
焼
失
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
信
頼
の

お
け
る
写
本
が
伝
来
し
て
お
り
、
内
閣
文
庫
影
印
叢

刊
の
一
と
し
て
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
『
譜

牒
鈴
録
(
上
・
中
・
下
)
」
国
立
公
文
書
館
内
閣
文

庫

一
九
七
三

1
五
年
)
。

こ
の
「
譜
牒
徐
録
」
全
一

O
O
巻
の
う
ち
巻
之
五

に
い
わ
ゆ
る
越
前
家
諸
家
の
書
上
が
転
写
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で

A
-
B
グ
ル
ー
プ
と
の
聞
で
校
合
し
て

み
た
結
果
、
内
容
は
明
ら
か
に
A
グ
ル
ー
プ
と
一
致

し
た
。「

貞
享
書
上
」
は
提
出
し
た
家
々
に
よ
っ
て
「
形

状
が
冊
子
、
巻
軸
、
一
枚
物
、
箱
入
な
ど
ま
ち
ま
ち

だ
っ
た
」
と
い
う
が
、
割
合
的
に
は
巻
軸
が
多
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
貞
享
元
年
に
野
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治
汝
謙
が
幕
命
に
よ
り
編
纂
し
た
家
史
は
、
内
容
と

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

一
O
三
号
「
(
御
家
譜
)
」
二
本
お
よ
び
六

五
号
「
越
前
家
々
系
綴
こ
に
綴
ら
れ
る
一
点
目

「
御
家
系
」
に
ほ
ぼ
一
致
し
、
形
状
と
し
て
は
一

O

三
号
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の

し
て
は
、

で
あ
る
(
以
上
、
「
譜
牒
徐
録
」
の
書
誌
的
記
載
に

つ
い
て
は
、
前
掲
影
印
本
収
載
の
福
井
保
「
解
題
」

お
よ
び
福
井
保
『
江
戸
幕
府
編
纂
物
解
説
編
』
〈
雄

松
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
〉
収
載
の
「
譜
牒
徐
録
」

解
説
に
よ
っ
た
)

0

な
お
、
「
譜
牒
徐
録
」
巻
之
五
に
は
、
汝
謙
編
纂

に
よ
る
家
史
と
は
別
に
、
「
松
平
越
前
守
家
臣
」
と

題
し
て
、
家
臣
の
先
祖
に
宛
て
て
将
軍
家
か
ら
下
さ

れ
た
書
状
の
写
し
二
人
通
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
家

史
は
、
天
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
幕
命
を
受
け

て
、
貞
享
元
年
三
月
十
四
日
に
呈
上
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
家
臣
宛
書
状
の
写
し
は
、
天
和
四
年
正

月
二
十
二
日
の
幕
命
を
受
け
て
、
貞
享
元
年
三
月
晦

日
に
呈
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
書
状
の
中

に
は
、
原
本
や
控
え
の
現
存
が
確
認
で
き
て
い
な
い

も
の
も
あ
る
。

園
、
翻
刻
お
よ
び
校
合

こ
こ
で
は
一

1
三
で
考
察
し
て
き
た
貞
享
期
の
家

史
を
翻
刻
紹
介
す
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

O
三
号
の
甲
本
・
乙
本
、
同
六
五
号
本
、
譜
牒
飴
録

本
の
四
点
は
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
大
き
な
差
違
は
な

ぃ
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
幕
府
呈
上
本
を
転
写
し
た

「
譜
牒
徐
録
」
に
最
も
近
い
内
容
を
持
つ
と
判
断
さ

れ
る
一

O
一
一
一
号
甲
本
を
底
本
に
用
い
て
翻
刻
を
行
う

こ
と
と
す
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
閥
字
、
平
出
、

撞
頭
は
そ
の
ま
ま
再
現
し
、
丈
の
切
れ
目
に
は
適
宜

読
点
を
付
し
た
。

O
翻
刻

「
(
御
家
譜
)
」

中
納
言
秀
康

天
正
二
年
甲
戊

ギ
イ

二
月
八
日
生
子
遠
州
字
布
見
、
童
名
義
丸

母
永
見
氏
、
義
丸
産
生
之
前
後
、
本
多
作
左
衛
門
毎

事
相
計
之

天
正
四
年
丙
子

擢
現
様
被
為

義
丸
初
出
子

入
岡
崎
之
日
、
以
信
康
主
之
誘
引
、

御
前
、
此
時
来
園
光
之
御
脇

指
義
丸
拝
領
之
時
一
一
一
歳

天
正
十

年
甲
申

十
二
月
為
太
閤
秀
吉
之
養
子
、
被

遣
義
丸
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子
大
坂
、
号
秀
康
時
十
一
歳

此
時
石
川
伯
者
守
子
勝
千
代
、
本
多
作
左
衛
門
子
仙

千
代
従
之

天
正
十
三
年
乙
酉

秀
康
元
服
、
被
叙
従
四
位
下
、
被
任
侍
従
兼

参
河
守
時
十
二
歳

天
正
十
五
年
丁
亥

秀
吉
征
討
嶋
津
義
久
之
時
、
秀
康
出
陣
、
到

日
向
園
時
十
四
歳

天
正
十
六
年
戊
子

被
任
左
近
衛
権
少
将
時
十
五
歳

天
正
十
八
年
庚
寅

小
田
原
陣
秀
康
出
陣
時
十
七
歳

此
年
春
結
城
左
衛
門
督
晴
朝
、
依
無
嗣
子
、

請
養
子
、
秀
吉
遣
秀
康
、
継
其
家
系
、
従
小

田
原
直
到
結
城

八
月
晴
朝
譲
家
督
子
秀
康
、
従
是
称
結
城

同
年
十
一
月
就
奥
州
葛
西
表
一
挨
騒
動
、
可

出
陣
子
白
河
之
旨
、
従

権
現
様
、
被
下
御
書
子
属
臣
山
川
讃
岐
守
、
同
月

秀
康
出
陣
干
白
河
表
此
前
後
御
書
三
通
被
下
子

讃
岐
守

丈
禄
元
年
壬
辰

朝
鮮
征
伐
之
時
、
秀
康
出
陣
、
赴
肥
前
園
名

護
屋
時
十
九
歳
、
至
文
禄
コ
一
年
在
陣
干
名
護

屋

文
禄
四
年
乙
未

三
月
二
十
八
日
御
饗
麿
秀
吉
子
来
栄
之
御

意
J

、

権
現
様
、

台
徳
院
様
有
御
進
物
干
秀
吉
時
、
秀
康

衣
服
三
十
進
之

此
年
一
男
U
日
守
生
子
大
坂

慶
長
二
年
丁
酉

被
任
参
議
時
二
十
四
歳

此
年
二
男
問
時
寸
生
子
大
坂

慶
長
三
年
戊
戊

女
子
生
子
大
坂
嫁
松
平
長
門
守
秀
就

慶
長
四
年
己
亥

間
三
月
七
日
石
田
治
部
少
輔
退
子
佐
和
山
之

時、

擢
現
様
被
仰
付
子
秀
康
送
之
、
堀
尾
帯
万
被
指

副
、
秀
康
送
子
勢
田
市
崎
、
相
別
之
時
、
治

部
少
輔
贈
正
宗
之
万
於
秀
康
時
二
十
六
歳

同
年
九
月
七
日

権
現
様
御
下
向
子
大
坂
之
時
、
伏
見
御
城
之
御
留
守

被
仰
付
子
秀
康
、
十
二
箇
之
御
篠
田
被

仰
含

同
九
日
伊
奈
園
書
為
御
使
、
秀
康
者
守

御
城
、
諸
兵
者
急
可
遺
子
大
坂
之
旨
被
仰

遣
、
秀
康
加
下
知

十
日
未
明
伏
見
之
諸
兵
馳
参
大
坂

慶
長
五
年
庚
子

御
征
討
上
杉
景
勝
之
時
、
秀
康
参
子

台
徳
院
様
御
陣
、
子
時
上
方
凶
徒
蜂
起
之
注
進
有

之
、
就
御
発
向
、

擢
現
様
被
召
秀
康
、
被
仰
付
景
勝
抑
之
総
大

将
、
被
下
御
具
足
、
年
来
被
為
召
、
度
々

御
軍
功
有
之
旨
、
以
上
意
拝
領
之
、
即
居

結
城
、
或
出
子
宇
都
宮
、
与
諸
将
抑
之
制
一
一

軒
目
、
景
勝
蹄
伏
之
後
、
秀
康
参
子
江
戸
、

難
上
方
御
共
願
之
、
猶
可
守
江
戸
之
旨
被

仰
付
、
留
干
江
戸
、
関
ケ
原
没
落
之
趣
、
早

速
被
仰
下
、
従
江
戸
、
参
子
伏
見

同
年
十
一
月
拝
領
越
前
回
時
三
十

七
歳

慶
長
六
年
辛
丑

同三五
年男月
築直出初
北政重入
庄生i領
域子園

江結 八
城月

州 来 晴
中越朝
i可前従

内

慶
長
八
年
発
卯
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宣
下
之
日
、
被
叙
従
三
位
時
=
干
歳
、
因
座

列
之
儀
、
即
日
被

慶
長
九
年
甲
辰

将
軍

仰
出

樺
慶 現
長様
十同 此及、七
年年堤年晩 月
乙五拙四景台十
巳 男 結 男 、 徳 七

直但城直大有院日
良塁奪基型相様於
生ム m 生ム撲被伏
子干為呉
越越
前前入

後秀
俊康

皇有
車奉
亘月 墾E
同"'

宣
下
之
日
被
任
橿
中
納
言
時
=
干

二
歳

慶
長
十
一
年
丙
午

将
軍

就
駿
府
御
城
御
経
営
、
秀
康
遣
家
臣
本
多
伊

豆
守
、
従
富
士
、
出
材
木
明
年
伊
豆
守
参
上
子
駿

府
、
被

召
出
子
御
前
、
被
下
左
文
字
之
御
刀

慶
長
十
二
年
丁
未

33 

閏
四
月
八
日
卒
子
越
前
北
庄
一
位
十

初
為
結
城
以
来
之
願
寺
故
、
葬
子
孝
額
寺

曹
洞
、
交
日

宗

f
E

権
現
様
上
意
、
京
都
智
恩
院
満
春
上
人
来
子
越
前
、

建
立
一
寺
、
改
為
浄
土
宗
肝
浄
光

秀
康
卒
去
之
翌
日
、
土
屋
左
馬
助
、
永
見
右

衛
門
尉
殉
死
、
本
多
伊
豆
守
者
可
止
殉
死
之

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

旨
、
従

台
徳
院
様
被
下

御
内
書
子
伊
豆
守
、
猶
又
一
切
不

可
殉
死
之
旨
、
従

権
現
様
被
下
御
内
室
田
子
家
臣
等

秀
康
遺
物

権
現
様
御
腰
物
左
文
字
、
古
今
和
歌
集
定
家
卿
筆

台
徳
院
様
御
腰
物
貞
宗
、
伊
勢
物
語
俊
成
卿
筆

右
献
上
之

巳
上

伊
深
守
忠
昌

慶
長
二
年
丁
酉

十
二
月
十
四
日
生
子
揖
州
大
坂
、
童
名
虎
松

秀
康
二
男
、
母
中
川
氏

慶
長
六
年
辛
丑

父
秀
康
従
大
坂
入
領
園
越
前
之
時
、
虎
松
相

従
之
時
五
歳

慶
長
十
二
年
丁
未

十
一
月
虎
松
依

召
、
参
上
干
駿
府
、

仰
付
、
直
参
上
子
江
戸
、

仰
付
、
奔
領
土
線
姉
崎
一

権
現
様
初
御
目
見
被

台
徳
院
様
初
御
目
見
被

蔦
石
時
十
一
歳

慶
長
十
九
年
甲
寅

冬
大
坂
御
陣
、
虎
松
従
江
戸
出
陣
、
御
旗

本
本
多
佐
渡
守
手
組
被
仰
付
時
十
八
歳

元
和
元
年
乙
卯

正
月
二
十
七
日
虎
松
元
服
被
仰
付
、
被
叙

従
四
位
下
、
被
任
侍
従
兼
伊
諜
守
、
被
下

御
韓
之
一
字
、
号
忠
昌
時
十
九
歳

同
年
夏
大
坂
御
陣
、
忠
日
間
出
陣
、
如
去
冬
、

御
旗
本
本
多
佐
渡
守
手
組
被
仰
付

五
月
六
日
忠
昌
依
有
先
登
之
志
、
於
平
岡
、

出
子
御
前
、
加
子
兄
忠
直
先
手
度
之
由
申

上
、
暫
御
猶
龍
之
後
、
可
任
其
意
之
旨
本

多
佐
渡
守
停
之
、
忠
昌
即
相
加
子
忠
直
先

手
、
此
夜
与
忠
直
同
陣
子
平
野
近
遺

同
七
日
未
明
忠
昌
引
具
一
手
勢
、
従
平
野
遺
押

出
、
封
子
天
王
寺
茶
臼
山
而
備
目
指
肝
閥
抗
措
、

錦
、
城
兵
者
備
子
茶
臼
山
之
前
持
一
一
時

漸
及
午
剤
、
与
城
兵
相
挑
、
子
時
風
烈
起
、

乱
敵
之
旋
旗
、
忠
目
白
乗
此
勢
、
廟
士
卒
、
急

攻
戦
、
城
兵
敗
北
、
忠
昌
弥
進
子
先
登
、
於

黒
門
通
人
町
之
町
口
、
白
戦
討
取
敵
兵
、
猶

追
討
城
兵
、
破
天
王
寺
口
之
柵
、
直
攻
入
、

立
旗
子
棲
門
、
忠
昌
大
手
口
之
一
番
乗
也
、
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五
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於
此
所
忠
昌
又
討
取
敵
兵
忠
昌
井
手
勢
討
取
首
、

都
合
五
十
七

同
年
拝
領
常
陸
下
妻
三
高
石

元
和
二
年
丙
辰

拝
領
信
濃
松
城
十
二
高
石
時
二
十
歳

元
和
四
年
戊
午

拝
領
越
後
高
田
二
十
五
蔦
石
鈴

時
一
一
十
二
歳

元
和
八
年
壬
成

江
戸
御
城
天
守
御
普
請
手
惇
被

寛
永
元
年
甲
子

拝
領
越
前
園
時
二
十
八
歳

仰
付

此
年
七
月
従
越
後
入
領
園
、
改
北
庄
、
為
福

居

寛
永
二
年
乙
丑

於
上
野
園
之
内
、
被
下
鷹
場

寛
永
三
年
丙
寅

就

御
上
洛
、
忠
昌
上
京

八
月
十
九
日
被
任
参
議
、
被
叙
正
四
位
下
時

=一十歳

寛
永
六
年
己
巳

雑
橋
御
門
、
田
安
御
門
御
普
請
手
傍
被

ムリ，R叶h
'

寛
永
十
一
年
甲
戊

就

御
上
洛
、
忠
昌
上
京

寛
永
十
二
年
乙
亥

浅
草
御
門
御
普
請
手
惇
被

同
年
越
前
園
之
内
木
本
領
二
高
五
千
石
御
加

仰
イ寸

増
拝
領

寛
永
十
六
年
己
卯

就
忠
昌
所
勢
、
被
下

上
使
対
隈
明
子
越
前

福
居

寛
永
十
九
年
壬
午

上
使
一
一

上同郎庄就
、年 f 参

従九み府
主月苅幸
ぺ事嶋宮
出央旧工
日目殴長 也、

望号車
葉筆勢
H弓手 、
寺中 被
依首 下
右日

母御
'; a医
長5申

也

寛
永
二
十
年
発
未

就
明
春

台
徳
院
様
御
年
忌
、
為
奉
合
同
御
法
事
、
忠
昌
願
申

上
、
十
二
月
参
府

正
保
二
年
乙
酉

何
叩，

B
q
t
B
 

人
月
朔
日

上卒
使王
丹川正L
波戸
守勝時

四

被士
下露

御
香
葉
子

同
月
以

越
前
福
居

同
年
十
月
二
十
一
日

大
猷
院
様

正宗、

H

H

-

青
木
園
次
、

従

万

佐

官

脇

F

御
茶
入
一
一
王

御
脇
指
貞
宗
、
御
掛
物
茂
古
林

巌
有
院
様右

為
忠
昌
遺
物
献
上
之

青
木
園
次
御
脇
指
、
茂
古
林
御
掛
物
者
最
前

奔
領
之

己
上

越
前
{
寸
光
通

寛
永
十
三
年
丙
子

寛
刀く
十同轡五
七言~月
年最母七
庚原康日
辰兼橋生

賢儀 γ

女丁
越
前
福
居

童
名
高
千
代
昌忠、

九
月
高
千
代
初
参
上
子
江
戸
時
五
歳

寛
永
十
八
年
辛
巳

四
月
五
日
於
大
奥
、
高
千
代
初

仰
付
時
六
歳

御
目
見

被同
時
弟
仙
菊
御
目
見
被
仰
付
、
此
日
高
千
代
介
抱

之
女
房
二
人
被
召
出
子
御
前
、
退
出
之
後
白
銀

十
枚
各
頂
戴
之

正
保
二
年
乙
酉

十
月
二
十
一
日
被

仰
付
家
督
干
高
千
代
時
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十歳
同
年
十
二
月
晦
日
被
叙
従
四
位
下
、

従
此
時
無
元
服
之
儀
、
座
列
未
被
仰
出

慶
安
元
年
戊
子

被
任
侍

十
二
月
二
十
一
日
寓
千
代
元
服
被

被
任
左
近
衛
権
少
将
兼
越
前
守
、
被
下

韓
之
一
字
、
号
光
通
、
此
時
左
文
字
之
御
刀

拝
領
時
十
三
歳

慶
安
四
年
辛
卯

日
光
山

大
猷
院
様
御
悌
殿
御
普
請
手
惇
被

承
鷹
二
年
発
巳

仰
付
、

仰
付

閏
六
月
初
入
領
園
時
十
八
歳

寛
文
元
年
辛
丑

於
上
線
下
線
両
園
之
内
、
被
下
鷹
場
替
地

寛
文
九
年
己
西

就
四
月
十
五
日
領
園
福
居
城
火
事

上
吏
大
久
保

↑
出
羽
守

同
二
十
二
日
被
下

延
賓
元
年
発
丑

中
納
言
秀
康
菩
提
所
浄
光
院
住
持
常
紫
衣
被

仰
出

延
賓
二
年
甲
寅
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二
月
二
十
四
日
卒
干
越
前
福
居
間
百

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

四
月
二
日
以

二

E
戸
田
、

t
t

一，
T
伊
賀
守
宅
一

御
香

実

御

同
年
六
月
五
日

巌
有
院
様
御
万
江
義
弘
、
御
掛
物
璃
楚
石
、

御
茶
壷
初
春

高
巌
院
様
御
軸
物
行
手
筆
、
御
香
櫨
青
奈

右
為
光
通
遺
物
献
上
之

巳
上

貞
享
元
年
甲
子

三
月
十
六
日

松
平
越
前
守

O
校
合

四
本
の
校
合
の
結
果
、
正
字
と
俗
字
、
異
体
字
な

ど
用
字
の
差
異
は
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
見
ら
れ
た
。
ま

た
、
闘
字
、
平
出
、
撞
頭
の
有
無
や
改
行
の
仕
方
に

つ
い
て
も
相
違
点
は
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ

ら
以
外
の
差
異
お
よ
び
特
徴
に
つ
い
て
だ
け
簡
単
に

記
し
て
お
く
。

[一

O
三
号
甲
本
]
秀
康
天
正
二
年
「
童
名
義
丸
」

の
「
義
」
に
「
ギ
イ
」
の
ル
ピ
を
付
す
が
、
他
の

=
一
本
に
は
ル
ピ
な
し
。
秀
康
慶
長
十
二
年
「
結
城

以
来
之
願
寺
故
」
と
記
す
の
は
、
甲
本
と
譜
符
徐

録
本
の
み
で
、
乙
本
・
六
五
号
本
は
「
結
城
以
来

之
蹄
依
故
」
(
傍
点
筆
者
、
以
下
同
)
と
す
る
。
忠

昌
元
和
元
年
「
風
烈
起
」
と
す
る
が
、
他
の
一
一
一
本

で
は
「
風
烈
吹
起
」
と
あ
り
、
甲
本
の
み
「
吹
」

を
欠
く
。
忠
昌
元
和
八
年
「
江
戸
御
城
天
守
」
と

す
る
が
、
他
の
=
一
本
で
は
「
江
戸
御
城
御
天
守
」

と
し
、
甲
本
の
み
「
御
」
を
欠
く
。

[
一
o
=
一
号
乙
本
]
忠
昌
寛
永
十
二
年
「
越
前
園
之

内
」
を
六
五
号
本
と
と
も
に
「
越
前
園
之
中
」
と

す
る
。
忠
昌
正
保
二
年
お
よ
び
光
通
延
賓
二
年
「
御

掛
物
」
を
「
御
桂
物
」
と
す
る
。
光
通
寛
永
十
八

年
「
寓
千
代
介
抱
之
女
房
」
の
上
の
「
此
日
」
を

六
五
号
本
と
と
も
に
欠
く
。

[
六
五
号
本
]
秀
康
慶
長
五
年
「
御
征
討
」
を
「
御

征
伐
」
と
す
る
。
同
年
「
上
方
御
共
」
で
は
な
く

「
上
方
御
供
」
と
す
る
。
同
年
「
留
子
江
戸
」
で

は
な
く
「
留
守
江
戸
」
と
す
る
。

[
譜
牒
徐
録
本
]
四
か
所
の
「
遣
」
を
「
遺
」
と
誤

記
す
る
。
秀
康
天
正
十
八
年
「
被
下
子
讃
岐
守
」

の
「
子
」
を
欠
く
。
秀
康
末
尾
「
献
上
之
」
の
「
之
」

を
欠
く
。
忠
昌
元
和
元
年
「
忠
昌
即
相
加
」
の
「
相
」
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を
欠
く
。
同
年
「
城
兵
者
備
子
茶
白
山
之
前
」
の

「
干
」
を
欠
く
。
同
年
「
子
時
」
の
「
干
」
を
「
か
」

と
す
る
。
忠
昌
寛
永
十
二
年
「
木
本
領
」
を
「
木

之
本
領
」
と
す
る
。
忠
日
目
寛
永
十
九
年
「
就
参
府

之
道
中
忠
昌
所
勢
」
を
「
就
忠
昌
参
府
之
道
中
所

勢
」
と
す
る
。
光
通
慶
安
元
年
「
御
万
拝
領
」
の

下
に
「
之
」
の
記
載
あ
り
(
他
の
三
本
に
な
し
)
0

光
通
末
尾
「
献
上
之
」
の
「
上
」
を
欠
き
「
献
之
」
。

全
体
末
尾
の
日
付
「
貞
享
元
年
一
一
一
月
十
六
日
」
の

日
付
「
十
六
」
を
欠
く
。

以
上
の
校
合
結
果
の
う
ち
、
「
御
」
や
「
之
」
「
子
」

の
字
の
有
無
は
、
写
本
の
系
統
を
判
断
す
る
上
で
決

定
的
な
手
が
か
り
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
慶
長

十
二
年
に
秀
康
が
死
去
し
た
際
、
最
初
に
秀
康
を
曹

洞
宗
の
孝
顕
寺
に
葬
っ
た
理
由
と
し
て
、
二
様
の
記

載
が
あ
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
甲
本
と

譜
牒
齢
録
本
と
が
「
為
結
城
以
来
之
願
寺
故
」
と
し
、

乙
本
と
六
五
号
本
と
が
「
為
結
城
以
来
之
蹄
依
故
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
明
ら
か
に
両

者
が
別
々
の
写
本
の
系
統
に
属
す
る
と
判
断
で
き

る
。
す
な
わ
ち
幕
府
呈
上
本
の
藩
側
の
控
え
の
可
能

性
が
最
も
高
い
も
の
は
一
O
三
号
甲
本
(
系
)
で
あ

り
、
こ
れ
と
は
別
に
六
五
号
本
と
一

o=一
号
乙
本
と

が
同
系
統
の
写
本
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

越
前
松
平
家
に
は
、
享
保
三
年
成
立
の
「
越
前
世

譜
」
に
始
ま
り
、
明
治
期
以
降
も
改
訂
・
編
纂
が
続

け
ら
れ
て
き
た
公
的
な
家
史
編
纂
の
歴
史
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
綱

昌
代
の
家
史
編
纂
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。

ま
ず
、
綱
昌
の
代
に
編
纂
さ
れ
た
家
史
と
は
、
天

和
三
年
(
一
六
八
三
)
十
一
月
二
十
五
肝
の
幕
命
を

受
け
て
、
翌
貞
享
元
年
(
一
六
八
四
)
一
一
一
月
十
六
日

に
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
幕
命

は
、
老
中
阿
部
正
武
か
ら
、
藩
の
留
守
居
役
に
下
さ

れ
た
も
の
で
、
完
成
し
た
家
史
は
家
老
本
多
道
重
か

ら
、
阿
部
の
も
と
に
提
出
さ
れ
た
。
幕
命
の
目
的
は
、

徳
川
家
の
創
業
史
「
三
河
記
」
の
校
訂
に
あ
っ
た
た

め
、
趣
旨
に
合
致
し
た
家
史
が
各
藩
か
ら
提
出
さ

れ
、
そ
れ
ら
は
「
貞
享
書
上
」
等
の
名
で
総
称
さ
れ

た
が
、
現
在
で
は
「
譜
牒
徐
録
」
の
形
で
写
本
が
内

閣
文
庫
に
現
存
し
て
い
る
。

次
に
、
こ
の
時
の
家
史
を
編
纂
し
た
野
治
汝
謙
に

つ
い
て
だ
が
、
福
井
藩
の
儒
官
・
伊
藤
坦
庵
の
弟
子

で
、
京
学
系
朱
子
学
の
門
流
に
連
な
る
人
物
で
あ
っ

た
。
汝
謙
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
家
史
は
、
全
丈
が

漢
文
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
巻
子
本
の

形
状
で
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
。
藩
側
の
控
え
と
し
て

は
、
一
O
二
一
号
「
(
御
家
譜
)
」
の
二
本
、
六
五
号
「
越

こ
合
績
の
「
御
家
系
」
が
該
当
し
、

前
家
々
系
綴

中
で
も
本
稿
で
翻
刻
を
掲
載
し
た
一
O
コ
一
号
甲
本
が

幕
府
呈
上
本
に
最
も
近
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
ま

た
、
貞
享
期
の
家
史
に
続
く
享
保
期
、
寛
延
期
の
家

史
(
一
冊
本
「
越
前
世
譜
」
、
六
冊
本
「
越
前
世
譜
」
)

も
、
汝
謙
と
同
じ
く
、
伊
藤
担
庵
の
門
流
に
よ
る
も

の
で
あ
る
点
も
確
認
し
た
。

そ
し
て
こ
の
貞
享
期
の
家
史
は
、
秀
康
・
忠
昌
・

光
通
の
三
代
の
事
蹟
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容

は
主
に
徳
川
将
軍
家
と
松
平
家
当
主
と
の
交
渉
が
中

心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
後
世
の
「
家
譜
」
「
世

譜
」
の
よ
う
に
、
藩
政
全
般
を
記
述
の
対
象
と
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
点
に
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で

年
己
ヲ
心
。

名
称
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
正
式
に
付
与
さ
れ

た
も
の
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
が
、
古
手

保
期
に
は
「
御
家
録
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き

h
r
一
方
、
後
の
時
代
の
写
本
と
見
ら
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札
刊
か
六
五
号
本
で
は
「
御
家
系
」
の
名
称
が
付
さ
れ
、

幕
府
献
上
本
は
「
貞
享
書
上
」
と
呼
ば
れ
て
い

h
r

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
貞
享
期
段
階
で
は
、
公
的
な

家
史
に
「
世
譜
」
「
家
譜
」
の
名
称
は
ま
だ
採
り
い
れ

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
仮
称
す
る
に
せ

よ
「
(
御
家
録
)
」
と
す
る
方
が
適
当
と
考
え
る
。

以
上
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
え
た
点
で
あ
る
。

最
後
に
、
貞
享
期
の
「
御
家
録
」
が
記
載
対
象
と

し
た
松
平
家
三
代
が
、
秀
康
・
忠
昌
・
光
通
の
三
代

で
あ
り
、
一
般
的
に
第
二
代
越
前
松
平
家
当
主
(
福

井
藩
主
)
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
忠
直
の
記
載
を
欠
く

点
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
き
た
い
。

一
見
す
る
と
、
元
和
九
年
(
一
六
二
三
)
二
月
の

隠
居
・
豊
後
配
流
と
い
う
藩
史
上
の
不
名
誉
ゆ
え
、

忠
直
の
記
載
の
み
を
意
図
的
に
削
除
し
た
か
に
も
思

え
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
貞
享
期
に
忠
直
は
越
前

松
平
家
の
二
代
当
主
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
換
言
す
る
な
ら
ば
「
秀
康

I
忠
直
(

光
長
)
」
家
系
と
「
忠
昌
i
光
通
|
昌
親
|
綱
昌
・
:
」

家
系
と
が
、
貞
享
期
に
は
継
続
す
る
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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現
在
、
越
前
松
平
家
当
主
ま
た
は
福
井
藩
主
の
代

数
の
数
え
方
で
最
も
浸
透
し
て
い
る
も
の
は
、
秀
康

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

を
初
代
と
し
、
二
代
忠
直
、
三
代
忠
回
目
、
四
代
光
通

と
数
え
、
幕
末
の
慶
永
を
十
六
代
、
茂
昭
を
十
七
代

と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
越
前
松
平
家
・
有
限
会
社

松
平
管
理
が
刊
行
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
越
前
松
平

家
』
(
平
成
十
二
年
版
)

で
も
、
十
七
代
を
茂
昭
、
十

八
代
康
荘
、
十
九
代
康
昌
と
数
え
、
現
当
主
の
宗
紀

氏
を
第
二
十
代
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
近
年
の

『
福
井
市
史
通
史
編
二
』
で
は
、
二
代
忠
直
の
子

仙
千
代
(
後
の
光
長
)
が
明
ら
か
に
父
の
跡
を
継
い

で
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
こ
れ
を
=
一
代
藩
主
と
し
て

数
え
る
た
め
、
忠
昌
が
四
代
、
光
通
は
五
代
と
な
り
、

通
例
よ
り
一
代
、
ず
つ
ず
ら
し
た
数
え
方
を
採
用
し
て

い
る
が
、
秀
康
を
初
代
、
忠
直
を
二
代
藩
主
と
し
て

捉
え
る
見
方
に
変
わ
り
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
秀
康
の

長
男
忠
直
の
豊
後
配
流
あ
る
い
は
仙
千
代
(
光
長
)

の
高
田
へ
の
減
転
封
や
二
つ
の
区
切
り
と
み
な
し
、

秀
康
か
ら
忠
直
あ
る
い
は
光
長
ま
で
を
北
庄
藩
と

し
、
秀
康
の
二
男
忠
昌
の
越
前
入
部
を
以
て
新
生
福

井
藩
(
福
居
藩
)
の
誕
生
と
す
る
捉
え
方
も
あ
る
。

『
三
百
藩
藩
主
人
名
事
典

一
一
一
」
(
新
人
物
往
来
杜
、

一
九
八
七
年
)
も
そ
の
一
つ
で
、
「
北
庄
藩
」
と
「
福

井
藩
(
福
居
藩
)
」
と
を
別
々
に
立
項
し
、
忠
昌
を
「
越

前
福
居
藩
五
十
二
万
石
松
平
(
越
前
)
家
初
代
当
主
」

と
し
、
慶
永
を
十
四
代
、
茂
昭
を
十
五
代
当
主
と
数

え
て
い
る
。

実
は
貞
享
期
の
松
平
家
で
も
、
こ
の
後
者
の
よ
う

な
認
識
に
立
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
つ
ま
り
「
御
家
録
」
が
、
本
来
は
藩
祖

忠
昌
か
ら
始
ま
る
歴
史
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
あ
く

ま
で
そ
の
父
と
し
て
秀
康
の
事
蹟
を
取
り
上
げ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
御
家
録
」
編
纂
の
目
的

は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
川
将
軍
家
と
松
平

家
と
の
関
わ
り
の
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
家
康
の
二
男
で
あ
る
秀
康
の
記
述

は
、
忠
昌
か
ら
始
ま
る
越
前
松
平
家
の
家
史
に
と
っ

て
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
越
前
家
の
一
つ
で
、
結
城
家
系
を

継
い
だ
大
和
守
家
が
、
同
じ
「
貞
享
書
上
」
冒
頭
に

秀
康
の
記
載
を
置
い
て
い
る
点
か
ら
も
傍
証
さ
れ

る
。
貞
享
元
年
三
月
、
松
平
直
矩
が
提
出
し
た
書
上

は
、
結
城
秀
康
・
松
平
直
基
・
結
城
晴
朝
の
順
に
三

代
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
和
守
家
に
と
っ
て

藩
祖
は
秀
康
の
五
男
・
直
基
の
は
ず
だ
が
、
直
基
の

実
父
秀
康
と
、
秀
康
の
養
父
晴
朝
の
事
蹟
を
徳
川
氏

と
の
関
わ
り
の
中
で
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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忠
直
|
光
長
と
続
く
家
系
が
健
在
で
あ
れ
ば
、
「
貞

享
書
上
」
に
お
い
て
、
こ
の
家
で
も
間
違
い
な
く
秀

康
の
事
蹟
を
詳
し
く
記
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
す
で

に
延
宝
九
年
(
一
六
八
二
光
長
は
越
後
騒
動
に
よ

り
改
易
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
貞
享
書
上
」

で
は
綱
昌
提
出
の
家
史
に
、
最
も
詳
細
な
秀
康
の
事

蹟
が
載
せ
ら
れ
た
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
的

な
歴
史
認
識
か
ら
す
れ
ば
「
①
秀
康
!
②
忠
直
|
③

忠
昌

l
④
光
通
」
と
続
く
べ
き
福
井
藩
史
か
ら
、
②

忠
直
の
み
が
脱
落
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

だ
が
、
実
は
貞
享
の
段
階
で
は
「
①
忠
日
目
l

|

②
光
通
」

家
系
の
祖
と
し
て
秀
康
の
事
蹟
が
記
載
さ
れ
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
忠
直
系
(
越
後
松
平
家
、
後
の
津
山

松
平
家
)
と
忠
昌
系
(
越
前
松
平
家
)
の
ど
ち
ら
を
、

秀
康
以
来
の
家
督
を
相
続
し
た
家
と
す
る
か
、
い
わ

ゆ
る
越
前
家
の
宗
家
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
お

い
て
も
決
し
て
容
易
に
決
着
の
着
く
問
題
で
は
な
か

っ
た
。
福
井
藩
士
・
大
道
寺
友
山
が
「
越
史
夜
話
」

(
享
保
元
年
八
月
成
立
)

の
末
尾
に
お
い
て
、

家
」
と
「
嫡
家
」
の
語
を
用
い
て
力
説
し
た
こ
と
は
、

裏
を
返
せ
ば
近
世
の
あ
る
段
階
ま
で
は
、
忠
昌
家
系

は
忠
直
を
連
続
す
る
家
系
と
捉
え
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
も
吾
一
ヲ
ん
る
。

で
は
、

い
つ
か
ら
忠
直
を
、
秀
康
と
忠
昌
と
を
つ

な
ぐ
当
主
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

士
品
ハ
ノ
、

「
忠
昌
光
通
|
昌
親
l
綱
昌
:
・
」

の
家
系

に
「
秀
康
|
忠
直
」
を
接
ぎ
木
す
る
認
識
が
生
ま
れ

た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
の
享
保
元
年
成
立
「
越
聖
夜
話
」
は
、
越
前
家

の
初
期
コ
一
代
を
秀
康
・
忠
直
・
忠
日
田
と
捉
え
て
お

り
、
同
じ
く
享
保
元
年
成
立
「
御
家
譜
御
下
書
之
草

案
」
も
、
忠
直
の
記
事
を
秀
康
と
忠
昌
の
聞
に
配
置

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
享
保
期
(
一
七
一
六
1
一
七

三
一
六
)
に
は
現
在
に
つ
な
が
る
代
数
の
数
え
方
を
し

て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
い
つ
ま
で
遡
れ
る
か
は
今

の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。

「
御
家
録
」
成
立
二
年
後
の
貞
享
三
年
間
三
月
六

日
、
綱
昌
は
所
領
四
七
万
五
千
石
を
没
収
さ
れ
、
養

父
昌
親
(
後
に
吉
品
)
に
二
五
万
石
が
与
え
ら
れ
る

と
い
う
事
件
、
「
貞
享
の
半
知
(
大
法
)
」
が
起
き
た
。

越
前
松
平
家
は
、
こ
れ
に
よ
り
著
し
く
家
格
を
低
下

本

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
あ
る
い
は
こ
の
こ
と

も
、
越
前
松
平
家
が
将
軍
家
の
兄
秀
康
系
の
宗
家
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
動
き
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
本
稿
で
取
り つ

上
げ
た
「
御
家
録
」
は
興
味
深
い
。

次
の
段
階
と
し
て
は
貞
享
期
「
御
家
録
」
と
享
保

期
「
越
前
世
譜
」
と
の
内
容
比
較
、

つ
ま
り
公
的
な

家
史
編
纂
に
見
ら
れ
る
「
家
」
認
識
の
変
遷
を
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
ま
た
、
貞
享
期
と
享

保
期
の
聞
に
も
幕
府
の
求
め
に
応
じ
て
、
家
史
を
編

纂
、
献
上
し
た
形
肌
抑
あ
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
考

察
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
家
史
編
纂
の
目
的
と
「
家

格
」
「
系
譜
」
認
識
と
の
関
連
性
が
見
え
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

[
注
記
]

(
1
)
翻
刻
刊
本
と
し
て
「
片
聾
記
・
続
片
聾
記
(
上
)
』
『
続

片
聾
記
(
中
)
』
『
同
(
下
)
』
(
福
井
県
立
図
書
館
、

一
九
五

五
1
五
七
年
)
、
『
越
藩
史
略
(
一
)
(
二
)
』
(
中
村
興
文
堂

品
川
書
庖
、

一
九
O
一
年
)
、
『
越
藩
史
略
』
(
歴
史
図
書

社

一
九
七
五
年
)
、
「
国
事
叢
記
(
上
)
(
下
)
』
(
福
井
県

郷
土
誌
懇
談
会
、

一
九
六
一

l
六
三
年
)
。
ま
た
、
翻
刻
刊

本
の
解
題
や
『
福
井
県
史

通
史
編
一
三
』
(
一
九
九
四
年
)

七
一
一
七
1
七
一
一
人
頁
「
『
片
聾
記
』
と
『
越
藩
史
略
』
」
な
ど

が
各
書
の
成
立
事
情
を
考
察
し
て
い
る
。

2 

一
九
八
六
年
。

一一一一八
1
一
四
一
頁
「
松
平
家
御
家
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諮問」。

(3)
七
二
五
1
七
二
七
頁
「
福
井
藩
の
史
書
編
纂
」

0

4
)
二
0

0
八
年
。
四
二
四
1
四
二
六
頁
「
史
書
と
地
誌

の
編
纂
」
。

5
)
福
井
藩
主
(
越
前
松
平
家
当
主
)
の
代
数
の
数
え
方

に
つ
い
て
は
、
本
文
「
お
わ
り
に
」
で
も
言
及
し
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
現
時
点
で
最
も
浸
透
し
て
い
る
数
え
方
に

よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
秀
康
、
②
忠
直
、
③
忠
昌
、

④
光
通
、
⑤
昌
親
、
⑥
綱
昌
、
⑦
吉
品
、
③
吉
邦
、
⑨
宗

回
目
、
⑮
宗
矩
、
⑪
重
日
田
、
⑫
重
富
、
⑬
治
好
、
⑭
斉
承
、

⑮
斉
善
、
⑬
慶
永
、
⑫
茂
昭
の
順
。

(6)
『
松
平
文
庫
福
井
藩
史
料
目
録
』
(
福
井
県
立
図
書
館
、

一
九
八
九
年
)
の
史
料
番
号
。

7
)
汝
謙
は
「
白
山
紀
行
」
の
著
者
と
し
て
も
注
目
さ
れ

て
い
る
。

「
白
山
紀
行
」
は
「
越
前
国
名
蹟
考
」
の
中
に
、

逸
文
と
し
て
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
白
山
紀
行
文
と
し

て
は
最
初
期
の
も
の
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
後
の
紀
行
文
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
(
『
白
山
紀
行
!
ふ
く
い
か
ら
の
参

詣
記
録
』
福
井
県
文
書
館
、
三

O

O
六
年
)
。
ま
た
「
福
井

に
は
野
路
汝
謙
と
い
う
関
か
れ
た
精
神
を
も
っ
登
山
者
が

あ
ら
わ
れ
、
世
界
で
も
「
た
ぶ
ん
」
最
初
の
登
山
記
を
の

」
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
声
を
大
き
く
し
て
伝
え
た
い
」

39 

と
し
て
高
く
一
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
(
増
永
迫
男
「
野
路

長
野

貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
家
の
家
史
編
纂

汝
謙
の
『
白
山
紀
行
』
」
〈
「
夜
明
け
の
霧
の
山
』
福
井
新
聞

社
、
二

O
O
七
年
に
所
収
〉
)
0

な
お
、
越
前
国
内
の
古
城
跡
を
書
き
上
げ
た
「
城
跡
考
」

も
汝
謙
の
編
纂
と
す
る
説
が
あ
る
が
(
『
福
井
市
史

通
史

編
三
』
の
五
一
五
頁
に
紹
介
)
、
『
越
前
若
狭
地
誌
叢
書

上
』
(
松
見
文
庫
、

一
九
七
一
年
)
の
解
題
に
も
あ
る
と
お

り
、
本
量
目
の
成
立
年
・
享
保
五
年
(
一
七
一
一

O
)
に
は
、

す
で
に
汝
謙
は
死
去
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
(
汝
謙
の

子
親
明
が
家
督
を
継
い
だ
の
は
元
禄
十
五
年
〈
一
七

O

二
〉
)
、
誤
り
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(8)
七
O
八
1
七
O
九
頁
「
福
井
藩
の
儒
学
」
。

9
)
四
二
0

1
四
二
二
頁
「
教
学
の
振
興
と
儒
学
」
。

m)「
諸
士
先
祖
之
記
」
巻
之
四
で
は
、
伊
藤
宜
粛
に
つ
い

て
「
賓
父
ハ
本
多
中
審
殿
内
山
崎
奥
左
衛
門
」
と
す
る
が
、

『
越
前
人
物
志
』
「
伊
藤
立
粛
L

の
項
で
は
、
本
姓
は
清
田

氏
と
あ
る
(
六

O

一
頁
)
。
宜
粛
の
一
一
一
子
の
一
人
・
僑
庵

は
、
父
の
命
で
清
田
に
復
姓
し
、
清
田
家
は
幕
末
ま
で
福

井
藩
士
の
家
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
な
お
『
越
前
人
物

士
山
』
で
は
、
宜
粛
の
養
父
平
庵
も
「
伊
藤
龍
洲
」
の
名
で

立
項
さ
れ
て
い
て
混
同
し
や
す
い
が
(
五
九
四
1
五
九
五

頁
)
、
「
貞
享
三
年
御
新
規
以
来
惣
侍
中
拝
知
井
御
擬
作
被

下
帳
」
で
は
「
伊
藤
平
巷
元
恭
」
と
あ
り
、
龍
洲
を
名
乗

っ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

日
)
宛
所
の
内
訳
は
「
越
前
年
寄
中
」
一
通
、

「
本
多
伊

豆
守
L

八
通
、

「
松
平
新
六
郎
(
右
衛
門
太
夫
)
」
六
通
、

「
牧
野
源
助
(
介
)
」
一
通
、

「
山
川
讃
岐
」
一
通
、

依

田
右
衛
門
佐
L

二
通
、

「
松
平
修
理
太
夫
」

太

一通、

田
三
梁
」
一
遇
、

「
梶
原
源
太
」
二
通
、

「
山
川
讃
岐
」

三
通
、

「
築
田
弥
二
九
郎
」
一
通
、

「
毛
受
忠
左
衛
門
(
永

見
志
摩
)
」
一
通
。

ロ
)
「
御
家
譜
御
下
室
国
之
草
案
」
で
は
同
年
「
十
二
月
五
日
」

と
あ
る
。

日
)
享
保
元
年
成
立
で
、
そ
の
後
に
追
記
さ
れ
た
「
御
家

譜
御
下
書
之
草
案
」
で
は
、
伝
来
し
て
い
た
各
種
史
書
と

「
天
正
十
三
年

少
将
御
任
官
ノ
事
、
綱
昌
様
御
代
公
儀
へ
被
差
出
御
家
録

の
校
合
結
果
を
朱
書
頭
注
し
て
い
る
が

ニ
ハ
、
天
正
十
=
一
年
被
任
侍
従
、
同
十
六
年
被
任
少
将
ト

御・料有
家 ・ の 之
録 ・ 表 候
)紙へ

と見*
ai:>返己
42 し}

の」
の紙討

子議
U が
ZP 見
tJJ:IJ ら

五?
公秀丸

元実ま
通'A た
公忠 、

昌本
之史

M
H
)

六
五
号
本
は
、
表
紙
の
記
載
よ
り
、
そ
の
原
本
が
御

腰
物
方
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
主
国

写
奥
童
日
が
な
い
た
め
、
い
っ
、
誰
の
手
に
よ
る
写
本
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
世
諸
方
で
数
多
く
の
史
書
筆
写
を
手
が

け
た
井
上
翼
章
の
手
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

も
し
井
上
に
よ
る
写
本
で
あ
る
な
ら
ば
、
寛
政
期
1
文
化
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期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
「
剥
札
」
の
「
井
上
織
之

亙
」
の
履
歴
よ
り
)

0

(
日
)
福
井
藩
側
で
も
文
化
三
年
成
立
「
越
系
徐
筆
」
(
一
四

七
号
、
井
上
翼
章
)
に
「
貞
享
年
中
之
書
上
ニ
ハ
:
・
」
と

の
記
載
が
見
ら
れ
る
o

凶
)
五
一

1
五
四
頁
「
三
代
務
主
光
長
」
。

げ
)
た
だ
し
こ
の
事
典
は
、
忠
直
ま
で
を
「
越
前
北
庄
藩

六
十
八
万
石
松
平
(
越
前
)
家
第
二
代
当
主
」
と
数
え
る

が
、
光
長
を
北
庄
藩
の
当
主
と
は
数
え
て
い
な
い
。

御る 18
代「一
/越本
御前)(
留家で
書 々取
之系り
馬綴上

げ
と ーた
題に六
し 六五
た五号
系号「
譜)御

史に家
料は系
も、」

合 「を
綴忠秀合
し 昌康綴
て様様す

い
る
。
本
史
料
は
表
紙
に
「
昇
安
院
様
御
代

正
徳
年
中

/
井
伊
掃
部
顕
殿
へ
御
堂
目
上
之
留
也
/
但
享
保
元
年
御
室
田

上
-
S
以
前
之
事
也
」
と
記
載
さ
れ
た
貼
紙
が
あ
り
、
昇
安

院
H
吉
邦
の
代
、
正
徳
年
中
(
一
七
一
一

1
一
七
二
ハ
)

に
も
、
大
老
井
伊
直
該
(
直
興
)
に
系
譜
を
提
出
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
は
、
必
ず
し
も
秀
康
・
忠
昌
の

三
代
の
み
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
忠
直
、
光
長
、
直

政
(
出
雲
松
平
)
、
直
基
(
白
河
松
平
、
後
の
前
橋
松
平
)
、

直
良
(
明
石
松
平
)
の
事
蹟
も
簡
易
に
叙
述
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
量
に
は
か
な
り
の
格
差
が
あ

り
、
秀
康

l
九
O
行
、
忠
直
|
二
O
行
、
光
長
|
七
行
、

忠

昌

九

O
行
、
直
政
|
六
行
、
直
基
|
六
行
、
直
良
|

一
三
行
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
秀
康
・
忠
直
・
忠
昌
に

つ
い
て
の
み
、
当
該
人
物
が
そ
の
年
に
「

O
O歳
」
と
の

記
載
が
見
ら
れ
る
。
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文
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よ
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文
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す
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福
井
県
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図
書
館
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は
、
格
別
の
ご
配
慮
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ご
協
力
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た
だ
き
ま
し
た
。
末
筆

な
が
ら
深
く
感
謝
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た
し
ま
す
。
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